
船舶事故等調査報告書 

平成２７年８月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５仙第２９号 

事故等種類 運航不能（燃料供給不能） 

発生日時 平成２７年５月１０日 １２時３０分ごろ 

発生場所 福島県いわき市江名港南東方沖 

中之作港東防波堤灯台から真方位１２２°４.４海里付近 

 （概位 北緯３６°５５.００′ 東経１４１°０２.００′） 

事故等調査の経過  平成２７年５月２１日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（仙台事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 第１５正永
しょうえい

丸、５.３４トン 

 ２１０－５５０６２福島、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、友人６人を乗せ、釣りを終えた

後、約１４～１５ノットの対地速力で江名港南東方沖を航行中、徐々

に速度が低下し、平成２７年５月１０日１２時３０分ごろ主機が停止

した。 

 本船は、船長が、スタータースイッチを回しても主機を始動するこ

とができなかったので、燃料油系統を確認したところ、機関室の燃料

油タンクの出口管に不純物が詰まり閉塞状態となっていることを認

め、自力航行を断念して携帯電話で１３時３７分ごろ海上保安庁に 

１１８番通報し、来援した巡視船にえい
．．

航されて福島県いわき市小名

浜港に着岸した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の末期 

 その他の事項 本船の主機は、船内機であった。 

本船は、主機の燃料として軽油が使用されていた。 

主機の燃料油は、船体付燃料油タンクから機関室の燃料油タンクを

経て主機に供給されるようになっていた。 

船長は、平成２４年５月に本船を所有してから、年１～２回燃料油

系統の開放点検及び清掃を行っていた。 

船長は、本インシデントの１週間ほど前に燃料油を補給した際、船

体付燃料油タンクの出口弁に生じた亀裂から燃料油が漏れていること

に気付き、修理を行ったものの、漏れた燃料油を捨てるのはもったい

ないと思い、底部に滞留して不純物が混入した燃料油を再び同タンク



に補給した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、江名港南東方沖を航行中、機関室の燃料油タンクの出口管

が、不純物によって閉塞し、燃料油の供給が途絶したことから、主機

が停止して運航不能となったものと考えられる。 

 機関室の燃料油タンクの出口管は、船長が不純物が混入した燃料油

を船体付燃料油タンクに補給したことから、閉塞した可能性があると

考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が江名港南東方沖を航行中、機関室の燃料

油タンクの出口管が、不純物によって閉塞し、燃料油の供給が途絶し

たため、主機が停止したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・不純物が混入した燃料油を使用しないこと。 

 


